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良質良質良質良質なななな水道水水道水水道水水道水ををををおおおお客様客様客様客様におにおにおにお届届届届けけけけすることはすることはすることはすることは、、、、水道事業者水道事業者水道事業者水道事業者のののの最最最最もももも基本的基本的基本的基本的なななな使命使命使命使命でありでありでありであり、、、、

様様様様々々々々なななな項目項目項目項目のののの水質検査水質検査水質検査水質検査にににに適合適合適合適合しししし安全安全安全安全であることをであることをであることをであることを保証保証保証保証するためにするためにするためにするために、、、、御代田町町営水道御代田町町営水道御代田町町営水道御代田町町営水道

ではではではでは、、、、小沼地区簡易水道小沼地区簡易水道小沼地区簡易水道小沼地区簡易水道およびおよびおよびおよび御代田町簡易水道御代田町簡易水道御代田町簡易水道御代田町簡易水道ともともともとも『『『『水質検査計画水質検査計画水質検査計画水質検査計画』』』』をををを定定定定めめめめ、、、、以下以下以下以下

のののの方針方針方針方針でででで水質検査水質検査水質検査水質検査をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

 

 

１１１１    基本方針基本方針基本方針基本方針    

① 検査対象は、水道法で検査が義務付けられている毎日検査（※１）、水質基準

項目（※２）は水道法で定められた回数を実施します。原水ではクリプトスポリ

ジウム及び指標菌検査も実施します。 

② 検査項目は、水質基準項目、毎日検査項目とします。 

③ 給水栓水の検査頻度は、基準項目については毎月１回から年１回実施します。 

④ 原水の検査は、毎月１回から年１回実施します。 

 

２２２２    水道事業水道事業水道事業水道事業のののの概要概要概要概要    

① 概要 

小沼地区簡易水道は昭和３０年３月に、創設の認可を受け、計画給水人口 4,600

人、計画一日最大給水量 1,630ｍ３／日の規模にて発足しました。その後、数次にわ

たる拡張を重ね平成１９年度末の現在給水人口は3,992人、１日平均給水量は1,340

ｍ３です。 

御代田町簡易水道は昭和５４年９月に創設の認可を受け、計画給水人口2,000人、

計画一日最大給水量 1,900ｍ３／日の規模にて発足しました。その後、数次にわたる

拡張を重ね平成１９年度末の現在給水人口は 2,886 人、１日平均給水量は 940ｍ３

です。 

 

② 水源の名称及び種別等  

簡易水道名 水源名 種 別 
水源水量 

（ｍ3／日） 
処理方法 備考 

寺 沢 湧 水 100m3/日 塩素消毒  

蟻 ヶ 沢 湧 水 1,200m3/日 塩素消毒  

清万深井戸 地下水 1,900m3/日 塩素消毒  

塩野深井戸 地下水 1,100m3/日 塩素消毒  

小沼地区 

簡易水道 

長坂深井戸 地下水      m3/日 塩素消毒 予備水源 

御代田町 

簡易水道 

浅麓水道 

企 業 団 
受 水 1,900m3/日 塩素消毒  

 



4/7 

 

３３３３    水源水源水源水源のののの水質状況水質状況水質状況水質状況及及及及びびびび留意留意留意留意すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項        

ここ長年、基準値を超過するような菌や物質は見受けられず、数値も安定し良好

な状況にあります。各水系ごとに滅菌処理を行っており、その効果を確認するとと

もに消毒副生成物について監視しております。水源取水地の上部には、人間又は哺

乳動物の糞便を処理する施設等の排出源はありませんが、過去に大腸菌群が検出さ

れていることからクリプトスポリジウム指標菌検査を行います。 

 

４４４４    採水採水採水採水地点地点地点地点    

① 浄水は配水系統ごとに小沼地区簡易水道管内の６箇所と御代田町簡易水道管

内の３箇所で合計９箇所の給水栓において採水します。 

② 原水は小沼簡易水道管内の水源地取水施設（５箇所）で採水します。 

 

５５５５    水質検査項目水質検査項目水質検査項目水質検査項目とととと検査頻度検査頻度検査頻度検査頻度    

① 浄水（別表１・２参照） 

ア・毎 日 項 目 検 査 ： 色・濁り・残留塩素について１日１回以上

検査を行います。（※１） 

イ・省 略 不 可 能 項 目 検 査 ： １ヶ月に１回検査を行います。（※２） 

ウ・省 略 可 能 項 目 検 査 ： ３ヶ月に１回検査を行います。（※２） 

エ・全 項 目 検 査 ： １年に１回検査を行います。（※２） 

② 原水（表１・２参照） 

ア・全 項 目 検 査 ： １年に１回検査を行います。（※２） 

③ 水源 

ア・クリプトスポリジウム検査 ： １年に１回検査を行います。（※３） 

イ・ジ ア ル ジ ア 検 査 ： １年に１回検査を行います。 

ウ・指 標 菌 項 目 検 査 ： クリプトスポリジウムの指標菌（大腸菌、

嫌気性芽胞菌）について１ヶ月に１回検

査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 毎 日 検 査 … 水道法で義務付けられている検査で、ご家庭

の給水栓（蛇口）で検査します。 

※２ 水 質 基 準 項 目  … 水道法で義務付けられている項目で、「健康に

関する項目」と「水道水が有すべき性状に関

する項目」の５０項目があります 

※３ クリプトスポリジウム … 大腸菌の数十万倍に相当する塩素耐性を持つ

と言われている原虫で、地形の変化などによ

り地表水など外部からの混入がないか監視し

ています。 
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６６６６    臨時臨時臨時臨時のののの水質検査水質検査水質検査水質検査    

水源等で次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことが

できず、給水栓の水で水質基準値を超えるおそれがある場合は、直ちに取水を停止

して、必要に応じて水源・給水栓等から採水し、臨時の検査を行います。 

① 水源の水質が著しく悪化したとき。 

② 水源に異常があったとき。 

③ その他必要があると認められるとき。 

注 臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息

し、給水栓の水の安全性が確認されるまで行います。 

 

７７７７    水質検査方法水質検査方法水質検査方法水質検査方法    

水質検査・成績書の発行までの業務を水道法第２０条登録機関に委託します。委

託先は精度と信頼性、実績を考慮して選定します。（※４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８８８８    水質検査計画及水質検査計画及水質検査計画及水質検査計画及びびびび検査結果検査結果検査結果検査結果のののの公表公表公表公表    

水質検査計画は毎年作成し、ホームページで公表します。水質検査結果について

はホームページ等で公表します。 

水質検査計画については毎年見直しを行います。 

 

９９９９    水質検査結果水質検査結果水質検査結果水質検査結果のののの評価評価評価評価    

給水栓の水質検査結果をもとに、水質の安全性に関する評価を行います。原水に

関しても同様の評価を行い、水質管理の指標とします。 

 

１０１０１０１０    関係者関係者関係者関係者とのとのとのとの連携連携連携連携    

水源等で水質汚染事故が発生した場合には、国、県、関係市町村、関係水道事業

体、外部検査機関等と情報交換を図りながら、現地調査を行い、必要に応じて水質

検査を行います。 

 

※ ４ 水道法第２０条機関 … 水道法第２０条に記されている水質検査を実施 

できる機関のことで、厚生労働省令の定めると

ころにより同省大臣の登録を受けた検査機関の

ことを指します。御代田町町営水道では、浄水

及び原水を「佐久圏域水道水質検査協議会」に、

水源を「(社)上田薬剤師会」へ依頼しています。 
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１ １１１
    

注
１
）
：
臭
酸
素
に
つ
い
て
は
、
オ
ゾ
ン
処
理
又
は
次
亜
塩
素
酸
処
理
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
限
る
。

注
２
）
：
過
去
に
基
準
の
１
／
２
を
超
え
て
検
出
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
検
査
の
必
要
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
項
目
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
が
可
能
。

注
３
）
：
水
源
の
変
更
、
新
た
な
汚
染
の
お
そ
れ
、
浄
水
処
理
方
法
を
変
更
し
た
場
合
及
び
、
①
で
は
検
査
結
果
が
基
準
の
２
／
１
０
、
②
で
は
１
／
１
０
を
超
え
た
場
合
は
適
用
し
な
い
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一
般
細
菌

２
－
メ
チ
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ソ
ボ
ル
ネ
オ
ー
ル
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ド
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ウ
ム

水
銀
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う
素
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塩
化
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素

大
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菌

有
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物
（Ｔ
Ｏ
Ｃ
）

１
，
４
－
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オ
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素
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Ｃ
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，
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ｇ
等
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ラ
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１
，
２
－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

停
滞
水
を
水
源
と
す
る
場
合
に

考
慮
す
べ
き
項
目

そ
の
他
原
水
の
状
況
等
を

考
慮
す
べ
き
項
目

ベ
ン
ゼ
ン

ク
ロ
ム
（六
価
）

鉛 亜
鉛

ア
ル
ミ
ニ
ュ
ウ
ム

セ
レ
ン

ジ
ェ
オ
ス
ミ
ン

シ
ス
ー
１
，
２
－
ジ
ク
ロ
ロ

▼

ト
リ
ク
ロ
ロ
酢
酸

臭
素
酸

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

テ
ト
ラ
ク
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ク
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水
道
用
機
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・薬
品
か
ら
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、
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水
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源
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す
る
場
合
に

考
慮
す
べ
き
項
目

▼
▼

▼

病
原
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生
物
に

関
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す
る
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目
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道
水
の
基
本
的
要
素
に

関
連
す
る
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目

消
毒
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消
毒
副
生
成

物
で
あ
る
項
目

▼
▼

▼

塩
素
イ
オ
ン

シ
ア
ン

水
道
水
の
基
本
的
要
素
に

関
連
す
る
項
目

▼

味 色
度

▼
▼

▼

塩
素
酸

▼無
し

有
り

▼
▼

▼▼

過
去
の
検
査
結
果
が
基
準
の

１
／
２
を
超
え
る
場
合

非
イ
オ
ン
界
面
活
性
剤

フ
ェ
ノ
ー
ル
類

発
生
時
期
を
選
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で
月
１
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以
上

▼

注
）３

注
）３

①
過
去
３
年
間
の
検
査
結
果
が

基
準
の
２
／
１
０
以
下
の
場
合

②
過
去
３
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検
査
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準
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／
１
０
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ル
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ル
デ
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ハ
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タ
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ｐ
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▼
▼
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し
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年
４
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上
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検
査
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去
３
年
間
に
年
４
回
以
上
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検
査
の
有
無

▼
▼

▼

自
動
監
視
装
置
の
有
無

▼

年
１
回
以
上
の
検
査

３
年
に
１
回
以
上
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検
査

原
則
毎
月
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則
毎
月
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則
毎
月
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１ １１１
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査
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回
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回
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査
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▼
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▼ ▼
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が
行
わ
れ
た
上
で
な
け
れ
ば
省
略
し
て
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項
目
　
注
２
）

ナ
ト
リ
ウ
ム

マ
ン
ガ
ン

１
，
１
－
ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

蒸
発
残
留
物

ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム

▼

　 　　　
水
道
法

水
道
法

水
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法

水
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に ににに
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づ
く
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づ
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く
水
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基
準
項
目

水
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基
準
項
目
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質
基
準
項
目
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質
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準
項
目
の ののの
検
査
頻
度

検
査
頻
度

検
査
頻
度

検
査
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度
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別
表

別
表

別
表

別
表

２ ２２２
    

番
号

省
令

番
号

基
準

値
検

査
回

数
検

査
回

数
の

減
必

須
項

目
全

項
目

省
略

不
可

能
項

目
原

水
項

目
細

菌
項

目
給

水
設

備
関

連
項

目
消

毒
副

生
成

物
項

目
地

下
水

浸
透

項
目

1
1

健
一

般
細

菌
1
00

個
/
m
L
以

下
－

－
● ●●●

● ●●●
● ●●●

● ●●●
● ●●●

● ●●●

2
2

健
大

腸
菌

検
出

さ
れ

な
い

こ
と

－
－

● ●●●
● ●●●

● ●●●
● ●●●

● ●●●
● ●●●

3
3
8

水
塩

化
物

イ
オ

ン
2
00

㎎
/
L
以

下
－

－
● ●●●

● ●●●
● ●●●

● ●●●
● ●●●

4
4
6

水
有

機
物

等
(
全

有
機

炭
素
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